
















⑫ 過去に、雇⽤及び研修に関して法令の違反や虚偽の報告な
ど、本事業および農の雇⽤事業、就職氷河期世代雇⽤就農
者実践研修支援事業、雇⽤就農者実践研修支援事業に関す
る不正を理由に事業の取消等のトラブルがないこと(是正後
1年を経過していれば可）

⑬ 過去に返還すべき助成⾦がないこと

⑭ 法人等雇⽤就農者の就農状況等の調査について、事業期間
中、事業終了直後及び事業終了１年後に報告することを確
約していること

⑮ 研修の実施に対する助成や、本事業の支援期間と重複する
雇⽤に対する国の公的助成を受けていないこと
※ 正規雇⽤前までの｢トライアル雇⽤｣は可

⑯ 平成２９〜令和３年度までに本事業および農の雇⽤事業、就職氷河
期世代雇⽤就農者実践研修支援事業、雇⽤就農者実践研修支援事業
の研修を開始した研修生（法人等雇⽤就農者）が２人以上いる場合、
農業に従事している者の数が過去受け入れた者の２分の１以上であ
ること

※要件違反等の理由で採択取消となった場合、該当研修生（法人等雇⽤就農者）が

農業に従事しているかに拘わらず離農扱い

⑰ 研修内容等を就農に関するポータルサイトに掲載していること

⑱ 研修指導者または経営者等は、雇用就農者の育成強化に資する研修ま
たはセミナーを内容に組み入れた指導者養成研修会に出席すること

⑲ 法人等雇⽤就農者に⽇本農業技術検定を受験させる等またはその他
の手法により技術習得状況の確認に努めること

⑳ 達成目標と具体的な取組を記載した農業の｢働き方改革｣実⾏計画を
作成し、公表等の方法により、従業員と共有すること
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